
 

 

封印取付委託取扱い規程 

 

新運登第４１１号 平成１８年１０月２６日 

一部改正平成２０年１２月２５日 

一部改正平成２１年 ３月 ６日 

一部改正平成２７年 １月２９日 

一部改正平成２８年  ２月 １日 

一部改正平成２９年 ３月３１日 

                     一部改正平成３０年１０月１９日 

一部改正令和 ３年 ８月２５日 

一部改正令和 ４年 １月 ５日 

一部改正令和 ６年 ７月 １日 

一部改正令和 ８年 ２月 ６日 

 

（適用） 

第１条 道路運送車両法（昭和 26年法律第 185 号）（以下「車両法」という。）第 28 条

の 3第 1項の規定による封印の取付の委託（以下「封印の取付委託」という。）に

関しては、同法、同法施行令及び同法施行規則並びに「封印取付委託要領」（平成

18 年 10 月 4 日付け国自管第 86 号）「封印取付委託要領の運用等について」（平成

18 年 10 月 4 日付け国自管第 87 号）の規定によるほか、この規程の定めるところに

よる。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。                                                           

  一   受託者   封印の取付委託を受けた者   

  二   甲種受託者 乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者以外の受託者 

  三   乙種受託者 

  ① 完成検査終了証（以下「完検証」という。）のある自動車の販売を業とする者であ

って、以下の場合に必要となる封印の取付委託を受けた者。 

   ア その販売する自動車について、当該自動車の提示に代えて、完検証の提出により

新規登録を受ける場合 

   イ その販売する自動車（販売用中古自動車を含む。）について、当該自動車の提示

に代えて、自動車予備検査証（以下「予備検証」という。）、保安基準適合証又は

限定自動車検査証及び限定保安基準適合証（以下「保安基準適合証等」という。）

の提出により新規登録を受ける場合 



 

   ウ 変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第 14 条第 1項の規定により当該自

動車の自動車登録番号（以下「登録番号」という。）が変更されるもの（自動車登

録令（昭和 26 年政令第 256 号）（以下「登録令」という。）第 40 条による提示を

したものを除く。）に限る。） 

   エ 車両法第 11 条第 2 項（登録令第 43 条の規定に係る場合を含む。）又は第 4 項

若しくは第 6項（管轄区域内に限る。）の規定による封印の取付けが必要な場合 

   オ 「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自

動車登録番号標交付時期猶予について（国自情第 242 号、国自整第 221 号）に基づ

く車両法第 11条第 1項による封印の取付けが必要な場合 

② 「一定の自動車輸入業者に対する封印の取付けの委託について」（平成 25年 3月

8 日付け国自情第 239 号）に定める輸入業者が自ら輸入した自動車であって、完検証

のある自動車の販売を業とする者によって販売するものについて、完検証のある自

動車の販売を業とする者が、当該自動車の提示に代えて完検証の提出により新規登

録を受ける場合 

  四  丙種受託者 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち中古自動

車の販売を業とする者を構成員とする団体（以下「団体」という。）であって、以下

の場合に必要となる封印の取付委託を受けた者 

   ①  その構成員の販売する自動車（新車及び販売用中古自動車）について、当該自動車

の提示に代えて、完検証、予備検証又は保安基準適合証等の提出により新規登録を受

ける場合 

   ②  変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第 14条第 1項の規定により当該自動

車の登録番号が変更されるもの（登録令第 40 条による提示をしたものを除く。）に

限る。） 

   ③  車両法第 11 条第 2項（登録令第 43条の規定に係る場合を含む。）又は第 4項若し

くは第 6項（管轄区域内に限る。）の規定による封印の取付けが必要な場合 

  ④ 「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車

登録番号標交付時期猶予について（国自情第 242 号、国自整第 221 号）」に基づく車

両法第 11条第 1項による封印の取付けが必要な場合 

 五  丁種受託者 行政書士法（昭和 26 年法律第 4 号）第 15 条に規定される行政書士

会（以下「行政書士会」という。）であって、所属会員である行政書士（自動車登録

業務に十分精通した者）が自動車ユーザーや自動車販売店等から登録手続きや施封

依頼を受けた自動車について、以下の場合に必要となる封印の取付委託を受けた者 

①  当該自動車の提示に代えて、完検証、予備検証、保安基準適合証等の提出により新

規登録を受ける場合 

   ②  当該自動車に係る変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第 14 条第 1項の規

定により当該自動車の登録番号が変更されるもの（登録令第 40 条による提示をした



 

ものを除く。）に限る。） 

   ③  車両法第 11 条第 2項（登録令第 43条の規定に係る場合を含む。）又は第 4項若し

くは第 6項の規定による封印の取付けが必要な場合 

   ④ 「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車

登録番号標交付時期猶予について（国自情第 242 号、国自整第 221 号）」に基づく車

両法第 11条第 1項による封印の取付けが必要な場合 

（委託の範囲） 

第３条  封印の取付委託は、事業場毎に行う。 

（二以上の運輸支局等からの委託に係る受託者の要件） 

第３条の２ 施行規則第１３条第３号の国土交通大臣が定める要件は、封印の取付け業務

を広域的かつ円滑に実施することができる体制を有することとし、当該要件に該当する者

は、行政書士会であって所属会員である行政書士が第２条第５号アからエまでに掲げる場

合に必要となる場合に必要となる封印の取付委託を受けようとする者とする。 

（封印取付けを行う者） 

第４条 受託者は、封印の取付けを行う者として以下の者をあらかじめ選任するものとす

る。 

  (1)  封印取付責任者 

    施行規則第 15条第 1項に記載の事項のほか、法令及び委託に附した条件の遵守に

ついて必要な監督を行わせるとともに、次号に定める封印取付担当者等に問題が生

じた場合には適切な措置をとらせる等、封印取付け業務を統括管理する者。 

 (2)  封印取付担当者 

登録番号及び車台番号の確認その他の封印取付け業務を行う者。 

  (3)  巡回封印取付担当者 

        巡回して登録番号及び車台番号の確認その他の封印取付け業務を行う者。 

  ２ 受託者は、事業場に封印取付責任者を置くとともに、封印の取付けを行う事業場、 

   分室、営業所及び施封センターに封印取付担当者を置くものとする。ただし、事業 

   場においては、封印取付責任者が封印取付担当者を兼ねることができるものと 

   する。 

（封印取付けを行う施設等） 

第５条 各受託者において封印の取付けを行うことができる施設は、事業場のほか以下の

とおりとする。 

 (1)  甲種受託者  

     分室 

 (2)  乙種受託者 

     営業所、複数の受託者が共同で設置する施封センター 

 (3)  丙種受託者 



 

     構成員である自動車販売事業者の店舗 

 (4)  丁種受託者 

     所属する行政書士の事務所 

 ２  受託者（乙種受託者又は丙種受託者は、変更登録を受ける場合（車両法第 14条第 1 

    項の規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの（登録令第 40 条による提示 

    をした者を除く。）に限る。）及び車両法第 11条第 2項（登録令第 43条の規定に 

    係る場合を含む。）又は第 4項若しくは第 6項（管轄区域内に限る。）の規定に 

    よる封印の取付けが必要な場合に限る。）は、前項の規定に加え、事業場等への 

    自動車の持ち込みによる申請者の負担の軽減を図るため、封印の取付けを対象と 

    なる自動車の保管場所（自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和 37年法律 

第 145 号）第 3条の保管場所をいう。）等において行うことができる。 

（委託にあたっての考慮事項） 

第６条 封印の取付委託を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項を考慮するものとす 

る。 

 (1)  封印の取付け業務の管理体制等封印取付けの実施計画について十分審査し、事業 

     場に封印取付担当者及び営業所等を記録した一覧を備えさせる等、業務運営の 

     適正が確保されるよう措置させること。 

     なお、巡回して封印の取付けを行う場合において、適正な業務運営が図られない 

     おそれがある場合には、必要に応じ、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合 

     会又は日本行政書士会連合会を通じた指導を行うこととするので、委託を行った 

     運輸支局等は適宜その状況を本省自動車情報課に報告されたい。 

 (2)  前条第 2項の規定による場合には、受託者において封印取付責任者により適正な

業務運営が確保されるよう措置させるとともに、返納する自動車登録番号標を封

印取付け後に返納する場合は、当該出張封印に係る登録申請又は交換申請時等に

封印受託者名、出張封印を行おうとする自動車の車台番号を記載した書面を運輸

支局等に提出し、確認を受け、かつ、施封後は、取り外した自動車登録番号標を

遅滞なく交付代行者に返納等させなければならない。 

（封印取付委託申請） 

第７条  封印の取付委託を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えた申請書

（第 1号様式）を運輸支局長に提出しなければならない。 

  一  乙種受託者にあっては、 販売証明書（完検証のある自動車の販売を業とすること 

        が確認できるメーカー又はメインディーラーとの契約書（写し）若しくは証明書） 

 二   関係法令を遵守することを誓約した書面 

 三   登記事項証明書（現在事項全部証明書若しくは履歴事項全部証明書）又は住民票 

   （発行日より３ヶ月以内のもの） 

 四   取扱内規（封印の管理に対する組織内の取扱要領） 



 

五   道路運送車両法施行規則第 15 条第 1項の封印取付責任者となる者の所属、職名 

   及び氏名を記載した書面（第 1号様式の 2） 

 六   道路運送車両法施行規則第 13条第 5号に該当しない旨の誓約書 

 七  事業場以外に封印の取付けを行う営業所等を設ける場合は、営業所等名称及び 

    住所を記載した書面 

 八  丙種受託者にあっては、団体の構成員の店舗を巡回して封印取付け業務について 

    実施する若しくは実施しないことへの意思を表示する書面（第 1号様式の 3） 

    また、丁種受託者にあっては所属する行政書士の事務所において封印の取付けを 

    実施する若しくは実施しないことの意思を表示する書面 

 九   封印取付手数料請求権放棄書（無償受託の場合） 

 十   その他、運輸支局長が必要と認める書面 

  

  ２   受託者が新たな事業場についての委託の申請をするときは、前項の第一号から第 

    四号、第六号から第九号に掲げる添付書類を省略することができる。 

  ３   乙種受託者にあって、施封センターの委託を受けようとする者は、前項に準じた

書面のほか当該共同施封施設における封印取付責任者、封印取付担当者の選定及び

雇用並び管理体制、封印取付け実施計画を確認できる書面を添付しなければならな

い。 

（封印取付委託書） 

第８条 運輸支局長は、封印の取付委託をしたときは、受託者に対して封印取付委託書（第

2号様式）を交付するものとする。 

（委託の制限） 

第９条 車両法第 20 条第 4項又は道路運送法第 41 条第 3項（同法第 81条第 2項及びタク

シー業務適正化特別措置法(昭和 45 年法律第 75号)第 52 条第 2項において準用する

場合を含む。）、貨物自動車運送事業法（平成元年法令津第 83号）第 34条第 3項並

びに土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭

和 42年法律第 131 号）第 9条第 3項の規定による封印の取付けは、委託することが

できない。 

第１０条 甲種受託者への委託は運輸支局（自動車検査登録事務所の管轄区域を除く。）又

は自動車検査登録事務所の管轄区域ごとに行うものとし、委託する業務の範囲は、車

両法第 11条第 1項又は第 2項の封印の取付けは、委託のあった当該管轄区域に使用

の本拠を有する自動車に限定するものとし、同条第 4 項又は第 6 項の封印の取付け

は、全ての自動車について委託することができるものとする。 

第１１条 前条に規定するほか、事情に応じ自動車の使用の本拠の位置、車種、自動車の用

途等により委託する業務の範囲を限定することができる。 

（封印作業の再委託及び再々委託） 



 

第１２条 甲種受託者は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、左

欄に掲げる者に対し、右欄に掲げる作業を、甲種受託者の名において行わせることが

できる。この他、運輸支局等の庁舎の建替えにより運輸支局等の構内が狭隘となる

等、ユーザー利便が著しく損なわれると運輸支局長が認めるときは、運輸支局長が指

定する者に、作業及び期間を限定して、甲種受託者の名において行わせることができ

る。この場合、運輸支局長は、その必要性について本省自動車情報課と事前に協議す

ること。 

作業者 作業範囲 

指定整備事業者（中小企業団体の組織に関す

る法律（昭和32年法律第185号）に基づき設

立された指定整備事業者である自動車整備協

業組合または中小企業等協同組合法（昭和24

年法律第181号）に基づき設立された指定整

備事業者である自動車整備協同組合にあって

は、当該組合の組合員を含む。） 

・その販売する中古自動車の新規登録

に伴う封印の取付け作業  

・変更登録又は移転登録（車両法第14

条第1項の規定により当該自動車（乙種

受託者及び丙種受託者の構成員の販売

する自動車を除く。）の登録番号が変

更されるもの（登録令第40条による提

示をしたものを除く。）に限る。）に

伴う封印の取付け作業  

・車両法第11条第2項（登録令第43条の

規定に係る場合を含む。）又は第4項若

しくは第6項に基づく封印の取付け作業  

・「自動車ＯＳＳによる変更登録申請

時の自動車検査証等の郵送の取扱い及

び自動車登録番号標交付時期猶予につ

いて（国自情第242号、国自整第211

号）」に基づく車両法第11条第1項によ

る封印の取付けが必要な場合 

車体整備事業者（優良自動車整備事業者認定

規則（昭和26年運輸省令第72号）別表に定め

る車体整備作業1種又は2種として認定を受け

た優良自動車整備事業者に限る。） 

・変更登録又は移転登録（車両法第14

条第1項の規定により当該自動車（乙種

受託者及び丙種受託者の構成員の販売

する自動車を除く。）の登録番号が変

更されるもの（登録令第40条による提

示をしたものを除く。）に伴う封印の

取付け作業  

・車両法第11条第2項（登録令第43条の

規定に係る場合を含む。）又は第4項若

しくは第6項基づく封印の取付け作業  



 

・「自動車ＯＳＳによる変更登録申請

時の自動車検査証等の郵送の取扱い及

び自動車登録番号標交付時期猶予につ

いて（国自情第242号、国自整第211

号）」に基づく車両法第11条第1項によ

る封印の取付けが必要な場合 

２   乙種受託者は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、一

般社団法人日本自動車販売協会連合会（行政書士法施行規則（昭和26年総務省令第

90号）第20条第1項第1号の規定により申請した自動車に限る。）に封印の取付け作

業を乙種受託者の名において行わせることができる。 

３    丙種受託者は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、当該

団体の構成員に、封印の取付け作業を、丙種受託者の名において行わせることができ

る。 

４   丁種受託者は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、行政

書士又は当該行政書士を通じ他の行政書士に、封印の取付け作業を、丁種受託者の名

において行わせることができる。 

（封印受領書） 

第１３条 運輸支局長は、受託者に封印を交付（前渡しを含む。）したときは、受領書を提

出させる等の方法により交付年月日、交付先、交付数量を明確にできるようにしてお

かなければならない。 

２      前項の受領書は、次年度末まで保存しなければならない。 

（封印の出納の記録） 

第１４条 運輸支局長は、封印の出納状況（第 3号様式）を明確に記録しておかなければな

らない。 

（封印取付報告書） 

第１５条 運輸支局長は、毎月受託者に前月の封印取付状況に関し封印取付報告書を提出

させるものとする。 

         ただし、封印の前渡しをしていない受託者についてはこの限りでない。 

２    提出を受けた前項の封印取付報告書は、次年度末まで保存しなければならない。 

（事業場の位置の変更、業務の廃止の承認申請） 

第１６条 車両法施行規則第 15 条の 3 による承認を受けようとするものは、申請書（第 4

号様式）を運輸支局長に提出しなければならない。 

（相続及び合併） 

第１７条 受託者について、相続又は合併があった場合において、相続人（相続人が２人以

上ある場合においては、その協議により選定した一人の相続人。本条中同じ）又は合

併後存続する法人（受託者たる法人と受託者ではない法人が合併した場合において、



 

受託者たる法人が存続するときは、その法人を除く。本条中同じ）若しくは合併によ

り設立された法人が、被相続人又は合併により解散した法人の法及び省令の規定に

よる地位を承継する場合は、相続又は合併の日から１４日以内に申請書（第４号様式

の２）を支局長に提出し、承認を受けなければならない。封 

２ 前項の申請にあたっては、申請書（第 4号様式の 2）及び第７条第１項各号に掲げる書

類のほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。 

 一 相続にあたっては、次に掲げる事実を証する書類 

  ア 被相続人の死亡の事実及び相続人である事実を証する戸籍謄本又は法廷相続情報

証明書等 

  イ 相続人が２人以上いる場合においては、１人の相続人を選定した旨を証する協議

書 

 二 合併にあたっては、合併の事実を証する登記簿謄本等 

３ 登記簿謄本等については、申請日までに登記所への登記が完了しておらず添付できな

いときは、登記が完了し登記所から登記簿謄本等の発行が可能となった日から７日以内

に提出しなければならない。 

４ 相続又は合併の日から承認をした旨又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、相

続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は被相続人又は合併に

より解散した法人の法及び省令の規定による地位を承継しているものとみなす。 

（会社分割） 

第１８条 受託者について、分割があった場合において、吸収分割承継会社又は新設分割設 

立会社が、吸収分割会社又は新設分割会社の法及び省令の規定による地位を承継す

る場合は、分割の日から１４日以内に申請書（第 4号様式の 2）を支局長に提出し、

承認を受けなければならない。 

２ 前項の申請にあたっては、申請書（第 4号様式の 2）及び第７条第１項各号に掲げる書

類のほか、分割の事実を証する分割契約書又は分割計画書を提出しなければならない。 

３ 登記簿謄本等については、申請日までに登記所への登記が完了しておらず添付できな

いときは、登記が完了し登記所から登記簿謄本等の発行が可能となった日から７日以内

に提出しなければならない。 

４ 分割の日から承認をした旨又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、吸収分割承

継会社又は新設分割設立会社は、吸収分割会社又は新設分割会社の法及び省令の規定に

よる地位を承継しているものとみなす。 

（承認書） 

第１９条 運輸支局長は第１６条から第１８条による申請を承認したときは、受託者に対

し承認書（第 5号様式）を交付する。 

 

（封印取付届出書の返付等） 



 

第２０条 運輸支局長は封印取付届出書の提出を受けたときは、その記載内容を確認した

うえ、１通は確認済印を押捺して受託者に交付し、他の１通は次年度４月末まで保存

しなければならない。 

（手数料請求の審査） 

第２１条 手数料の請求書に記載された封印取付件数の適否は、甲種受託者に係る請求に

あっては運輸支局の業務件数と、乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者に係る請求

にあっては、請求書に添付された封印取付届出書と照合することにより審査するも

のとする。 

（監査等） 

第２２条 運輸支局長は受託者に対し必要の都度その事業場に立ち入り、若しくは関係帳

簿、物件の呈示を求め、封印取付管理状況について監査を行い必要な指導、警告及び

業務の改善を命じ、その改善結果を報告させることができる。 

（委託の解除） 

第２３条 運輸支局長は、受託者が車両法施行規則第 15 条の 4に該当することとなったと

き及び、前条の規定による指示、または警告を受けたにもかかわらず業務の改善を行

わないときは、委託の解除をすることができる。 

 

附則  

１  この規程は平成１８年１１月１日から施行する。 

     なお、この規程の施行に伴い平成７年６月２６日付け新陸登第２２４号の規定は

廃止する。  

２  この規程の施行以前に委託を受け、現に封印の取付けを行っているものは、この規

程により委託を受けたものとみなす。 

 

附則 

附則 

附則 

附則 

 １ この規程は平成２０年１２月２５日から施行する。 

 

 １ この規程は平成２１年 ３月 ６日から施行する。 

 

 １ この規程は平成２７年 １月２９日から施行する。 

 

 １ この規程は平成２８年 ２月 １日から施行する。 

 



 

附則 

附則 

附則 

１ この規程は令和 ３年 ８月２５日から施行する。 

 

附則 

 １ この規程は令和 ４年 １月 ５日から施行する。 

 

附則 

 １ この規程は令和 ６年 ７月 １日から施行する。 

なお、第１２条※１）「自動車登録業務に十分精通した行政書士」については、令

和６年１０月１日以降は適用しない。 

 

附則 

 １ この規程は令和８年２月６日から施行する。 

 

  

 １ この規程は平成２９年 ３月３１日から施行する。 

 

 １ この規程は平成３０年１０月１９日から施行する。 

 



 

第１号様式 

                             令和  年  月  日 

 

封印取付委託申請書 

 

 

 新 潟 運 輸 支 局 長  殿 

 

 

                       申 請 人 の 住 所 

                       氏 名 又 は 名 称                               

 

 道路運送車両法施行規則第２８条の３第１項の規定により封印の取付けの委託を受けた

いので道路運送車両法施行規則第１２条により申請します。 

 

                      

 

氏 名 又 は 名 称  

及 び 住 所 

 

事 業 場 の 名 称  

及 び 所 在 地  

 

封 印 取 付 を 行 う  

自 動 車 の 範 囲  

 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 1号様式の 2 

 

封 印 取 付 責 任 者 の 選 任 届 

 

新 潟 運 輸 支 局 長 殿 

 

                                              住 所 

                                              氏名又は名称 

                                              代 表 者 

 

封印取付責任者に以下の者を選任したので届出します。 

 

 

氏 名 
 

所 属 部 課 

職 名 

 

選 任 年 月 日 

 

備    考 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 1号様式の 3 

 

巡回して封印取付け業務を行う事の 

      意思確認書 

 

                    申請者住所 

                    氏名又は名称 

 

１．巡回して封印取付け業務を行う事の意思 

 

 

２．１．の理由 

 

 

３．実施計画 

 

 

※１ 巡回して封印取付け業務を行う事の意思の無いものは３の記載は不要。 

※２ ３の実施計画について、本書で欄が不足する場合は別葉にすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 2号様式 

 

               封印取付委託書          委託第  号 

受託者の氏名又 

は名称及び住所 

 

事業場の名称及 

所在地 

 

委託する業務の 

範囲 

 

 

 道路運送車両法第２８条の３第１項の規定に基づき、上記のとおり封印の取付けを委

託する。 

 

令和  年  月  日 

                         運輸支局長 印 

 

 

 

「委託する業務の範囲」 

１ 甲種受託者の場合 

    ① 新潟運輸支局管内における甲種受託者の場合 

長岡自動車検査登録事務所の管轄区域を除く新潟県の区域に使用の本拠を有する

自動車に係る車両法第 11条第 1項、第 2項に係る封印の取付け及び全ての自動車

に係る車両法第 11条第 4項、第 6項に係る封印の取付け 

   ② 長岡自動車検査登録事務所管内における甲種受託者の場合 

新潟県のうち長岡自動車検査登録事務所の管轄区域に使用の本拠を有する自動車

に係る車両法第 11 条第 1 項、第 2 項に係る封印の取付け及び全ての自動車に係る

車両法第 11 条第 4項、第 6項に係る封印の取付け 

２ 乙種受託者①の場合 

（１） その販売する自動車について、当該自動車の提示に代えて、完検証の提出により新

規登録を受ける場合 

（２） その販売する自動車について、当該自動車の提示に代えて、予備検証、保安基準適

合証等の提出により新規登録を受ける場合 

（３） 変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第 14 条第 1 項の規定により当該自動

車の登録番号が変更されるもの（登録令第 40 条による提示をしたものを除く。）に

限る。） 



 

（４） 車両法第 11 条第 2項（登録令第 43条の規定に係る場合を含む。）又は第 4項若し

くは第 6項（新潟県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。）の規定による封印

の取付けを行う場合 

（５）「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登

録番号標交付時期猶予について（国自情第 242 号、国自整第 221 号）」に基づく道路

運送車両法第 11 条第 1項による封印の取付けが必要な場合 

３ 乙種受託者②の場合 

   自ら輸入した自動車であって、完検証のある自動車の販売を業とする者によって販

売するものについて、完検証のある自動車の販売を業とする者が、当該自動車の提示に

代えて完検証の提出により新規登録を受ける場合に必要となる封印の取付け 

４ 丙種受託者の場合 

（１）その構成員が販売する自動車について、当該自動車の提示に代えて、完検証、予備検

証、保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合 

（２） 変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第 14 条第 1 項の規定により当該自動

車の登録番号が変更されるもの（登録令第 40条による提示をしたものを除く。）に限

る。） 

（３）車両法第 11 条第 2 項（登録令第 43 条の規定に係る場合を含む。）又は第 4 項若し

くは第 6項（新潟県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。）による封印の取付け

を行う場合 

（４）「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登

録番号標交付時期猶予について（国自情第 242 号、国自整第 221 号）」に基づく道路

運送車両法第 11 条第 1項による封印の取付けが必要な場合 

５ 丁種受託者の場合  

（１）所属する自動車登録業務に十分精通した行政書士が自動車ユーザーや自動車販売店

等から新規登録、変更登録又は移転登録（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５

号）第１４条第１項の規定により当該自動車の自動車登録番号が変更されるもの（自

動車登録令（昭和２６年政令第２５６号）第４０条による提示をしたものを除く。）

に限る。）を受ける場合 

（２）車両法第11条第2項（登録令第43条の規定に係る場合を含む。）又は第4項若しくは

第6項（新潟県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。）による封印の取付けを

行う場合 

（３）「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登

録番号標交付時期猶予について（国自情第 242 号、国自整第 221 号）」に基づく道路

運送車両法第 11 条第 1項による封印の取付けが必要な場合 

 

 



 

第３号様式 

封 印 ・ 出 納 簿 

 

年月日 

委託者名 

又は施封 

理由 

出    納 出納 

責任 

者印 
備 考 

受 

払 

残 
前渡 取付 打損等 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

第４号様式 

令和  年  月  日 

 

□ 事業場の位置の変更 

                    承認申請書 

□ 業務の廃止 

 

新潟運輸支局長 殿 

 

                   封印取付受託者の 

                   住所及び氏名又は名称 

 

 道路運送車両法施行規則第１５条の３の規定により承認を受けたいので、下記のとおり

申請します。 

記 

 
 

事業場の名称及び所在地  

承認を受けようとする事項 

□ 事業場の位置の変更 

新  

旧  

□ 業務の廃止 

承認を受けようとする理由 

 

変更（予定）年月日 
           又は 
廃止（予定）年月日 

年  月  日 

 



 

第４号様式の２ 

                             令和  年  月  日 

 

地位の承継に伴う封印取付承認申請書 

 

 

 新 潟 運 輸 支 局 長  殿 

 

 

                       申 請 人 の 住 所 

                       氏 名 又 は 名 称                  

 

 この度、相続・合併・分割を原因とする権利義務の承継に伴い、自動車登録番号標への封

印取付けの承認を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

                      

 

地 位 を 承 継 し た い 者 の

氏 名 又 は 名 称 

及 び 住 所 

 

事 業 場 の 名 称 

及 び 所 在 地  

 

封 印 取 付 を 行 う  

自 動 車 の 範 囲  

 

現 受 託 者 の 

氏 名 又 は 名 称 

及 び 住 所 

 

地 位 承 継 の 原 因 及 び 

そ の 事 実 の 発 生 年 月 日 

 



 

第５号様式 

                                   番   号 

 

 

 

             承 認 書                                   

 

 

 

     年  月  日付け申請の封印の取付けの委託に関する          は

下記のとおり、承認する。 

 

                     記 

 

承 認 事 項                 

 

 

 

 

 

 

            令和  年  月  日 

 

 

                 新 潟 運 輸 支 局 長 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

誓  約  書 

 

 

 私は、道路運送車両法施行規則第１３条第５号の規定に該当しないことを誓

約します。 

 

 

                     令和  年  月  日 

 

 

 

 

住 所                          

 

氏 名                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和  年  月  日 

 

 

封印取付手数料の請求権放棄について 

 

 

                 申請者住所 

 

                氏名又は名称 

 

                 代表取締役 

 

 

 

 

 令和  年  月  日付で申請した自動車登録番号標への封印取付委託に

関して、一切の請求権を放棄致します。 

 

 
 


